
霧島市条例第４５号 

令和元年１２月２７日 

 

霧島市立郷土館等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

 

 

霧島市長 中重 真一 

 

 

 

 

 

霧島市立郷土館等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

霧島市立郷土館等の設置及び管理に関する条例（平成17年霧島市条例第139号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第２号を次のように改める。 

⑵ 休館日 

名称 休館日 

霧島市立国分郷土館 

霧島市立隼人歴史民俗資料館 

霧島市立隼人塚史跡館 

月曜日（当該日が祝日の場合はその翌日）12月29日

から翌年１月３日までの日 

霧島市立横川郷土館 

 

月・祝日 

12月29日から翌年１月３日までの日 

霧島市立霧島歴史民俗資料館 土・日・月・祝日 

12月29日から翌年１月３日までの日 

 

第５条第１項の表中「70円」を「80円」に、「130円」を「150円」に、「110円」を「120

円」に改める。 

 

 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する 

 


